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解体撤去の基本フロー
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事前作業

操業

解体撤去マニュアル第1版p.8の図1-1より

・３S(整理・整頓・清掃）作業
・タンク・配管内の洗浄作業
操業時と同様のプラント運転
により高濃度PCBの低濃度化

○高濃度PCB機器等を低濃度化*
 ・取り外して既設設備で洗浄等
 ・取り外して無害化認定施設へ払出し
 ・ふき取り作業
  *プラント設備の解体工事着手基準以下

(1,000㎎/kg、200～1,000㎍/100㎠)
→低濃度基準5,000㎎/kgの1/5

 ○操業時と同様の環境保全対策
 ・建屋内作業

 ・排気・換気処設備は撤去せず稼働
→建屋からの排気・換気は活性炭処理

 ・漏洩防止対策(不浸透性床,防液堤等)

○操業時と同様の環境保全対策
 ・建屋内工事

 ・排気・換気処設備は撤去せず稼働
→建屋からの排気・換気は活性炭処理

 ・漏洩防止対策(不浸透性床,防液堤等)

 ○低濃度撤去物の無害化認定施設へ払出し
・鉄箱・ドラム缶等の密閉容器に収納

 ・二重梱包

○建築物の解体工事着手基準*以下に低濃度化
 ・取り外して無害化認定施設へ払出し

(密閉容器・二重梱包) 
 ・ふき取り作業

*建築物の解体工事着手基準
(20㎎/kg 、4㎍/100㎠)
→低濃度基準5,000㎎/kgの1/250

 ○操業時と同様の環境保全対策
・建屋内作業
・排気換気設備は撤去せずに稼働

→建屋からの排気・換気は活性炭処理

・周辺環境に影響を及ぼさない
解体工事着手基準以下にして
建築物を安全に解体撤去
・無害化認定施設等への払出し
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